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５ 障がい者の人権

に  

平成2 年 月2 、 立の 者支 設「 やまゆり 」において、 の生

が われるという、大 ましい が発生しました。 

この は、 がい者に する や 的 考 ら き こされたと えられ、 がい

者やその のみなら 、 くの方々に、 いようもない と を えました。 

このような が 度と り されないよう、 と 会はともに生きる社会の実現を目

指し、「ともに生きる社会 ながわ 」を 定しています。 
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資料 

  

令和 年 0月2  

制定の経

平成2 年 月2 に、 立 者支 設である やまゆり において、 のいのちが

われるという大 ましい が発生しました。 は、このような が 度と きないよう、

会と共 して「ともに生きる社会 ながわ 」を定め、ともに生きる社会の実現に向けた取

り組みを進めてきました。 

また、 がい 者等との を重ね、 がい者本人の意 を尊重するためには、本人の立場に

立たなくてはならないことに めて気づきました。そして、 者目 の がい福 の推進が「と

もに生きる社会 ながわ 」の実現につながるものと確 し、この を作りました（令和 年

４月 行）。 

者目 の がい福

「 者目 の がい福 」とは、 がい者に関係するすべての人が本人の気持ちになって考え、

本人の望みと願いを大 にする。そして、 がい者が自分の気持ちや考えで、必要な ートを受

けながら らせる社会をつくることです。 

３ の ト

（ ）目的（この を作った目的） 

・この には、「 者目 の がい福 」を進めるための大切な考え方、を いています。 

・神 、 、 者がすることを明ら にして、「 者目 の がい福 」を進めるため

に必要なことを いています。 

・この は、 がい者が がいを理由とするすべての や をされ に らすことができて、

もがうれしいと感じられる、 共生社会にしていくことを目的にしています。 

（ ）基本理念（ 者目 の がい福 を進めるための大切な考え方） 

   人として尊重されること 

   がい者が自 定できること 

   がい者が、 望する場 で、自分らしく らせること 

   がい者の 性を大切にすること 

   がい者 けでなく、 りの人たちも びを感じられること 

   全ての で 共生社会を実現すること 

（３）意 定支 の推進（意 定支 に取り組むこと） 

・「意 定支 」とは、 がい者の気持ちや考えを大 にして、生活をしたり、 へ けたり、

いたりすることを自分で められるように りの人が ートすることです。 

ここでは、神 者目 の 福 推進 について、「わ りやすい 」の を ー

に、児童・生徒にも えられるように記 しています。 の については、次 ー の 次

ー ー より 確認く さい。
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・「 福 ー 者」は、「意 定支 」をするように 力しなければいけません。 

・神 は、「意 定支 」を進めるための を えます。どこに相 すればよいの 、ど

んな ートをしてもらえる など、 する 組みをつくります。 

・神 は、「 福 ー 者」に「意 定支 」の を行います。 

（４） がい者の権利擁護（ がい者の権利を ること） 

・ がい者に関わる人は、 がい者が 者支 設や ーや ー などの福 ー

を利 するときには、本人の気持ちを大 にしなければいけません。 

・ がい者に関わる人は、 がい者が「意 定支 」を望ん ときには、本人の気持ちを大 に

して、「意 定支 」ができるように 力しなければいけません。 

（ ） がいを理由とする 、 等の 止 

・すべての人は、 がい者に して、 がいを理由とする 、 、大切にしている考え方を

つけることをしてはいけません。 

（ ）社会的 の （ がい者の生活しづらいことや ったことをなくすこと） 

・ がい者 ら、生活しづらいことや ったことがあると われなくても、神 や 者は

が大きす ないときには、合理的な をする 力をします。 

（ ） 等の 止（ が きないようにすること） 

・神 は、 や がい者に関係する 体と 力して、 がい者への が きないように

するために、「 福 ー 者」に を行います。 

・「 福 ー 者」は、 がい者への が きないようにするために、 いてい

る人に などをする 力をしなければいけません。 

（ ） の 発 等（ を く つけること） 

・神 は、 や がい者に関係する 体と 力して、 がい者への を つけたらす

に することや、 の方法を、 などにお知らせします。 

・神 は、 や がい者に関係する 体と 力して、 がい者への を く つけて、

く 応するための 組みをつくります。 

（ ）生 にわたる がい者への支 体制の整備（ がい者の生 の ートの 組みをつくること） 

  ・神 は、 がい者が、必要な ートを生 切れることなく受けることができる 組みを

つくる 力をします。 
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